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１．要 旨 

すべての子どもたちの健やかな育ちと若者・子育て世代を支援するための総合的な計画 

である「東大和市子ども・子育て未来プラン」（計画期間：令和２年度から令和６年度）に 

ついて、令和４年度は、計画期間の中間年度にあたることから、国の指針に基づき見直し 

を実施した。 

今回、パブリックコメント及び東大和市子ども・子育て支援会議の審議、答申を踏まえ、

令和５年３月１３日付市長決裁により策定したので、報告するものである。 

 

【影響及び効果】 

  計画の見直しにより、実態に即した若者・子育て世代の施策展開に寄与することができる。 

 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和４年 ３月１８日 内閣府より、「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関す 

る中間年の見直しのための考え方について」が発出。 

令和４年 ４月 ７日 東大和市子ども・子育て支援会議へ諮問 

令和４年１０月１３日 中間見直し（素案）の作成 

令和４年１１月 ２日 中間見直し（案）の作成 

令和４年１１月１４日～１２月１５日 パブリックコメントの実施 

令和５年 ２月 ８日 東大和市子ども・子育て支援会議から答申 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議報告後、市議会議員へ情報提供を行いたい。 

  また、令和５年４月１日に市報・市公式ホームページで公表するとともに、子育て支援 

課窓口等で市民の閲覧に供する。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


